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　災害対応に関する計画の確認、見直しを行う。
　全職員による災害対応の体制を確保するため、防災訓練の内容の見直しや新たな訓練の実
施を図る。
　平時から地域の防災組織との協力関係を保ち、地域の防災意識の向上、体制の強化を働き
かける。
　航空機騒音を始めとする基地問題の解消について、国、米軍への働きかけを行う。
　基地の整理・縮小・返還を基本に、返還までの間の基地施設の活用等について調査、研究
し、実現に向けた国、米軍への働きかけを行う。

２
 
ス
マ
ー

ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組

持
続
的
な
成
長
・
発
展
を
続
け
る

ま
ち
づ
く
り

　「安全・安心なまち綾瀬」の実現にむけた取り組みについて

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

令和５年度　市長室運営方針

  気候変動に伴う気象災害の激甚化・頻発化、発生が確実視されている南海トラフ地震をはじめとした巨
大地震などの災害に備えた体制の整備を引き続き進める。また、災害対策として不可欠である自助・共
助の考え方について、様々な機会を捉えて普及を図り、地域と行政が協力した防災体制の強化を進め
る。
　市民が市政に関心を持ち、参画をしてもらえるよう、多くの市民に対し市政情報を伝えるために効果的
な情報発信を行う。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

厚木基地周辺対策事業の確保

　現在国が実施している騒音状況調査の結果による周辺対策事業の見直し等について、国か
らの情報収集、協議を行い基地が所在することにより生じるまちづくりへの影響に対する対
策の実施を確保する。

防衛補助により取得した財産処分について

　公共施設の再編における、防衛補助を受けた建築物等の建て替えについて、処分に係る考
え方を個々の事案について確認し、市の負担が最小限ですむよう交渉を行う。

防災対策システムの調査

　デジタル庁を中心に、災害発生時に避難所の状況などの情報集約・情報確認について、迅
速に情報を収集し、集約・共有・意思決定を図ることができるシステムの開発等が進められ
ている。
　システムについての情報を収集し、導入についての検討を行う。

防災、防犯情報の発信

　LINE（ライン）を活用した災害時の緊急情報、防犯に関する情報発信体制を構築し、従来
の安全安心メールと併せ、迅速に多くの市民に避難情報等を伝えることが可能となるように
する。

施設の防災拠点としての活用

　再編により設置される複合施設、１次避難所となる各小中学校の体育館における整備に当
たり、施設の持つ防災機能のあり方について、自治会等の意見を踏まえ、施設担当所管課と
の協議、情報の共有を図る。

公共施設整備に対する財源確保

　防衛施設周辺対策としての施設整備に対する補助の適用、実施について国に求める。

防災力の強化と基地問題への対応

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

 2



部
局
運
営
に
関
す
る

基
本
的
考
え
方

２
 
ス
マ
ー
ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組
持
続
的
な
成
長
・
発
展

を
続
け
る
ま
ち
づ
く
り

　「自治体DX」の実現にむけた取り組みについて

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

令和５年度　経営企画部　運営方針

・『綾瀬市総合計画２０３０』の具現化をより確実なものとするため、健全な財政運営を基調と
しながらも全庁での様々な施策の積極的な事業展開を図る必要があり、経営企画部は庁内での先
導的な役割を果たす。
・経営企画部は庁内各課の事業を支える立場にあることを踏まえて支援にあたるとともに、共に
知恵を絞り、時には引っ張る姿勢を忘れずに。また、働き方改革を意識して各課の負荷軽減も常
に意識する。
・新規事業の実施に伴う財源を捻出するためにも、新たな財源の確保や経常的な支出の抑制に努
める。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

企業版ふるさと納税の推進

　マッチングサイトなどあらゆる機会を捉え、市外の企業に対して市の魅力や取組みをＰＲ
することによりシティプロモーションにつなげ自主財源を確保するとともに、新たな企業と
つながり、今後、企業の知見を活かした行政運営にもつなげる。

市債発行の抑制

　世代間負担の平準化を前提としながらも今後の人口減少局面における後年度負担を意識
し、予め基金を積み増すなど財源のやり繰りを工夫することにより市債の発行については必
要最低限とし、義務的経費の増大を抑制するよう努める。

自治体DXの着実な実装

　デジタル技術の活用により市民の利便性向上と自治体業務の効率化を目指す「自治体Ｄ
Ｘ」の実現に向け、昨年度の検討結果を踏まえて実装における課題などの解決を図ることに
より、着実に実装、活用し、また次なるステップの検討を行う。

ペーパーレス化の促進

　タブレット会議システム、文書管理システム、フリーアドレスなど、これまで紙資料削減
に向けて導入してきたツールについて、その活用が徹底されるよう具体的な活用事例などを
周知、共有することにより更なるペーパーレス化を促進する。

予防保全の徹底

　今後のＤＸ推進人材の育成に向け、行政職員が行うべき施策や事業の立案などの業務へ注
力できるよう、現在の情報政策部門の業務について見直し、既存業務のアウトソーシングな
どによりこれまでの管理中心の業務から転換させる必要がある。

　予算編成にあたっては平成３０年度策定の綾瀬市公共建築物予防保全（長寿命化）指針に
基づき、修繕の予防保全に努める。

適正な維持管理

　施設の維持管理については指定管理者制度の活用を前提とするとともに、指定管理施設以
外も含めた全施設の維持管理経費については所管部局と連携し、適正な費用の算定に努め
る。

DX人材育成のための環境整備
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徴収業務一元化の検討

  未利用地の普通財産の売却を進め、その処分収益を、公共用地取得基金積立金に原資として将来に備え
積立て、急速に進む人口減少、少子高齢化等を踏まえ、社会環境の変化に対応した、持続可能な公共資産
投資に使用するため、今後も積極的に売却を推進する。

未利用地の売却

将来を担う中堅、若手職員の人材育成の取組

　過去からの、行政改革により、本市の事務職員数は、ピーク時から約２割削減し、組織の年齢構成が大
きく変化し、消防職等を除く事務職では、採用１０年未満の職員が全体の５２％を占め、行政事務の中核
となる４０歳代職員が１７％という歪な職員構成となっている。このことから、持続可能な行政運営を行
うに当たっては、組織全体での、若手職員の人材育成が急務であり、新採用職員にはOJT職員の配置、２
年目職員研修、職位による階層別研修等を実施し人材育成に取組む。また、中堅職員には、国、県等に交
流職員として派遣し、先進事例等を持ち帰り、市民サービスの向上に向けた新たな施策などの構築に取り
組んでもらう。

旧保健医療センターを大和綾瀬地域児童相談所への移転準備

　大和綾瀬地域児童相談所が、昨年９月に、神奈川県より２０２５年度をめどに、旧保健医療センターへ
の移転決定がされ、工事、賃料等基本協定を１２月頃、締結を予定し開設に向けて「公共施設マネジメン
ト基本方針」の定める有効活用の準備に入る。

市庁舎の計画的な維持管理

　市庁舎は、平常時、災害時において行政機能の中枢を担う施設として役割があるが、建設から２６年が
経過しており、個々の設備の老朽化が進んでいる。
　「公共施設マネジメント基本方針」に基づき、計画的、効率的な長寿命化を図り、機能が適切に発揮で
きるよう、施設の維持管理に努めていく。令和５年度は、庁舎空調機自動制御設備改修工事、内装改修工
事設計、高圧引込ケーブル等改修工事などを実施する。

持
続
的
な
成
長
・
発
展
を

続
け
る
ま
ち
づ
く
り

「持続可能な組織」の実現にむけた取り組みについて

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

特定課題に係る取組

２
 
ス
マ
ー

ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

　地方税電子申告支援サービスにより、市たばこ税の拡充、また、令和６年度実施予定の個人市民税の特
別徴収税額通知の電子化準備のシステム改修を実施し、納税者の利便性向上と税務事務の効率化を図る。
　また、地方税務手続のデジタル化の今後の見通しとして、地方税のオンライン手続のためのシステムで
ある℮LTAX（エルタックス）を利用し、電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目・納付手段を順
次拡大していく。

地方税電子申告支援サービスの拡充

　今年度から納付書にＱＲコードを印刷し、そのＱＲコードをスマートフォンで読み取ることで、銀行振
込、クレジットカード、スマートフォン決済アプリの納付方法を選択し２４時間納付が可能になり、納税
者の利便性向上を図るほか、納付情報が電子データ化され、徴収管理業務の効率化及び人的誤り削減を図
る。

納税者の利便性向上

令和５年度  総務部（選挙管理委員会事務局）運営方針

  令和５年度より段階的な定年引上が開始され、職員は新たな世代交代の過渡期に入り、高齢期職員から若手職
員へ知識の伝承等が必要となる。近年、地方公共団体においては、突発的な災害や、年々増え続ける様々な行政
課題に対応するためには、職員一人ひとりのやる気、意欲を引き出し、職員の持っている力を十分発揮できるよう
な育成を図ることが必要である。また、質の良い行政サービスを継続的に提供するためには、優秀な人材を確保し
育成することが大変重要である。
  本市のような、小さい市だからこそ出来る、人材育成基本方針で定める「自ら積極的に行動できる職員」をコンセ
プトに職員を育成し、市民サービスの向上に努めていく。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

  徴収業務は、税の徴収は納税課、介護保険料、保育料など「料」は担当課で実施しているが、税の公
正、公平性の確保のため、財源確保プロジェクトで「徴収業務の一元化」の検討の提言があり、特に滞納
業務は、専門性の高い交渉能力が必要な事から、業務を納税課に一元化し、「料」を含めた滞納者の削減
を図るよう、徴収業務スキームと体制作りを引き続き取り組む。
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　「カーボンニュートラル」の実現にむけた取り組みについて

２
 
ス
マ
ー

ト
自
治
体

の
推
進

旧消防本部庁舎跡地利用の推進

　市役所周辺中心市街地の魅力向上や賑わいの創出による地域活性化に伴う自主財源の確保
を図るため、旧消防本部庁舎跡地の土地利用を先行して進めるよう、基本協定を締結した優
先交渉企業との事業用定期借地権契約を締結し、令和５年度中の工事着手を目指す。

自治会館、地区センターの複合化の推進による維持管理コストの縮減

　公共施設再編計画に基づき地域施設等の複合化を推進し、借地料の解消や施設の維持管理
コストの縮減を図るため、蓼川地区の地区センターの解体と早川地区の複合施設の建築設計
を実施する。

複合化施設への情報通信設備の整備と業務効率化

　働き方改革により働く場所の選択が自由になることから、市民のＩＣＴツールの利便性を
確保するため、地域施設の複合化に伴う施設内のWi-Fi環境や電源確保などについて施設設
計に反映する。また、ＩＣＴを活用した会議の開催やデータ整理、リモートワークなどを実
施することで、業務の効率化を図る。

蓼川地区の地域施設複合化の推進

令和５年度　総務部（公共施設・中心市街地再編）運営方針

　地方創生やSDGｓの視点を踏まえ「人口減少や少子高齢社会への対応」、「持続可能な行財政運営の
推進」などの取り組みが必要となっている。
　このような中、持続可能な「都市経営」や「行財政運営」を図るため、総合計画２０３０の「稼ぐ：中心市
街地魅力ＵＰリニューアルプロジェクト」や「支える：次世代につなげる公共施設改革プロジェクト」の実現
に向け、「綾瀬市公共施設再編計画」の第１期アクションプランに基づき、中心市街地の活性化や公共
施設の総合的かつ計画的な整備・管理・有効活用に向けた取り組みを進める。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

　公共施設再編計画の第１期アクションプランに基づく、地域施設複合化の最初の施設とし
て、北の台地区センター（北の台図書館含む）の解体を開始する。

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組

早川地区の地域施設複合化の推進

　公共施設再編計画の第１期アクションプランに基づき、早川地区の複合化に向けた自治会
や地区センター利用者への説明や建築設計を実施する。

公共施設複合化にあわせた「建築物のZEB化」と「太陽光発電設備設置」の推進

　公共施設の複合化にあわせ、省エネルギー性能の高いLED照明や、高効率な空調設備など
を整備し、2030年度までに新築建築物の平均で ZEB Ready 相当を目指すとともに、太陽光
発電装置の設置を推進するよう建築設計を行う。

持
続
的
な
成
長
・
発
展

を
続
け
る
ま
ち
づ
く
り
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　超高齢化が進んでいる中で、フレイル予防や健康寿命の延伸を行い、社会保障費の抑制を
行うため、様々なイベントや講座などへ積極的に参加するためには、公共交通機関にも加え
て、地域ぐるみでの移動支援が必要となっていることから、「ささえあい井戸端会議」など
を活用しながら各自治会区での体制構築が進められるよう取り組む。

　集合形式の講座に加えて、会場に来られず参加を見送っていた方の参加を可能とするた
め、オンラインを活用し自宅や高齢者施設でも参加が可能な講座を実施する。

高齢者のデジタルデバイド解消への支援

　デジタルデバイドの解消に向けて、スマホ教室や相談会を引き続き開催し、多くの元気な
高齢者が自分らしく活躍できるよう、新しい生活様式に即した社会参加を促していく。

ICTを活用したハイブリット講座の実施

　高齢者の自立生活の継続と健康寿命の延伸を図るため、生活習慣病等の重症化予防と生活
機能の低下防止の双方を一体的に実施し、医療費や介護給付費の適正化を図り、繰出金の抑
制に繋げる。

もみの木園の建替えに伴う管理運営方法の検討

　相談者の困窮状況に応じ、早期の自立ができるよう、具体的に各種サービスへつなげるこ
とで、扶助費の上昇を抑制する。

保健事業と介護予防事業の一体的な実施

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

　令和８年４月の開園を見据え、新園舎での最適な療育の提供を行うため、管理運営につい
ては様々な方法が考えられることから、職員の配置も含め検討する。

高齢者福祉会館のあり方の検討

　中心市街地再編整備に合わせて、高齢者福祉会館機能のうち、温浴機能の継続や民間温浴
施設の利用助成事業など、実施の必要性について検討をしていく。

高齢者等の移動支援の充実

２
 
ス
マ
ー
ト
自
治
体
の

推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組

持
続
的
な
成
長
・
発
展
を

続
け
る
ま
ち
づ
く
り

　「高齢者が社会参加しやすいまち」の実現にむけた取り組みについて

令和５年度　福祉部運営方針

　地域共生社会の実現を目指すため、部局内での連携体制を常に意識し、まずは、部局内資源の有効
活用を行い、足らない資源について、他部局への支援を求めるなど、多機関連携による重層的な支援に
取り組む。
　テーマは、高齢者等の移動支援、災害時の個別支援計画の策定、保険事業の強化、生活困窮者の自
立の実現を進める。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

生活困窮者対策の更なる推進
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部
局
運
営
に
関
す
る

基
本
的
考
え
方

　増加、多国籍化する外国人市民への情報提供、相談体制の充実を目的に導入した多言語
による通訳システムの積極的な利活用により、行政情報の効率的な広報、周知につなげて
いく。

図書館の再整備に向けた基本構想の検討

　市立図書館については、多様な市民ニーズに対応できる機能強化と施設規模の確保が求
められてる。本市の実情に合致したコンセプトの検討及びその具現化を図るため、「図書
館基本構想」の策定に着手する。

公共施設再編に伴う休館対応と代替事業について

　自治会館と生涯学習施設の複合化事業により休館となる北の台図書室について、現有図
書資料の整理と休館中の代替措置の検討を行う。市立図書館の運営を行う指定管理者とと
もに市民の読書環境の確保に努めていく。

公共施設への再生可能エネルギー導入事業の検討

　一般廃棄物処理施設及びその周辺地域への環境負荷低減のため、廃棄物の削減と資源化
が喫緊の課題となっている。資源物の分別に関する啓発事業と併せ、紙、廃プラスチック
類、伐採枝等の資源化の徹底に向けた実効性を伴う削減努力を行っていく。

手数料納入方法の多様化の促進

　粗大ごみやし尿処理に係る手数料について、現行の庁内窓口や金融機関での納付に加
え、コンビニエンスストアや電子決済等を活用した方法などの導入を検討し、利便性と事
務効率の向上を目指す。

窓口における情報処理端末を活用した利便性の向上と効率化

　情報処理端末の活用とマイナンバーカードによる個人認証機能により、既存の住民基本
台帳システムに基づく証明書発行等に係る申請の簡略化と利便性の向上、事務処理の効率
化を図る。

ＩＣＴツールを活用した外国人市民への情報提供サービスの充実

令和５年度　市民環境部運営方針

　人口減少・少子高齢化社会への対応を迫られる現状にあって、地域コミュニティの活性化や外国人市
民との共生社会の実現に向けた取組が求められています。市民環境部では、さまざまな課題に対応で
きる地域社会づくりを積極的に進めていく。
　また、情報通信技術の進展と個人番号制度の普及により市民の利便性の向上と窓口業務の効率化を
同時に進める環境が整いつつあります。この機を捉え、より分かりやすく便利な窓口体制を整備する。
　加えて、地球温暖化対策としての脱炭素社会の実現や市民生活から排出される廃棄物の減量化・資
源化対策などの環境対策について、継続的な啓発事業に加え、実効性のある具体的な取り組みを行う。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

一般廃棄物の削減、資源化の推進について

２
 
ス
マ
ー

ト
自
治
体
の

推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組
持
続
的
な
成
長
・
発
展

を
続
け
る
ま
ち
づ
く
り

　「脱炭素社会」の実現にむけた取り組みについて

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

　市庁舎等への太陽光発電設備等の導入に関し、新たな導入形態の研究、調査を行い、再
生可能エネルギーの地産地消や利活用について具体的な整備計画の策定を検討する。
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部
局
運
営
に
関
す
る

基
本
的
考
え
方

　市民プール設置に向けた基本構想を策定する。
　策定にあたり教育委員会と連携し、多額な維持管理費用を必要としている学校プールのあ
り方について検討を行う。

保育料未納者に対する適正指導

　過年度保育料未納額約1,400万円について適正かつ公平な滞納整理を実施するため収納課
と連携し、未納額の縮小を図る。

児童館の適正管理

　寺尾児童館、小園児童館、ながぐつ児童館の地域施設は建築年度も古く老朽化も進んでい
る状況にあるが複合化を検討すべき施設であることから安全対策に必要な部分から修繕に着
手するなど計画的な修繕を実施する。

保育園登園管理システム及び給付費業務効率に向けたシステム導入

　公立保育園には登園管理システムを導入し、登園、降園をリアルタイムで管理するととも
に、保育記録等の入力の効率化を図る。
　民間保育園には給付費管理システムを導入し、給付費算定に必要な情報を電子化すること
により給付事務の効率化を図る。

スポーツ施設及び学校開放施設の予約及び使用料のキャッシュレス化

　スポーツ施設及び学校開放施設の予約システムを共通化し、併せて使用料の支払いについ
てもキャッシュレス決済が可能な方法の導入に向け検討する。

令和５年度　健康こども部運営方針

　令和５年４月にこども家庭庁が創設されるとともに、こども基本法が施行され「こどもまんなか社会の実
現」に向け新年度がスタートした。
　妊娠、出産や新生児期、乳幼児期、学童期など各成長期において引き続き必要な健診や予防接種を
提供するとともにこどもの居場所づくりについても支援を強化していく。
　また、各成長期においては様々な悩みや問題を抱えているこども達や保護者の方たちへ部内連携は
もちろんのこと、福祉部や教育部などと連携を図りながら、こども政策の司令塔役の部局として機能でき
る体制を構築する。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

市民プール設置に向けた基本構想の策定

２
 
ス
マ
ー
ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組

持
続
的
な
成
長
・
発
展
を

続
け
る
ま
ち
づ
く
り

　「安定した医療体制」の実現にむけた取り組みについて

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

地域医療の推進に向けた体制確保

　地域医療を支えている市内開業医の約1/3が５年後には75歳を超えるとともに病院を継承
する後継者も不足していることから医療資源充実に向けた新たな支援策を実施する。
　新たな医療機関の誘致に向け支援制度を構築し、開設を希望する医療機関との調整を図
る。

保育園の適正管理

　綾南及び大上保育園は市域施設としては比較的新しい施設であるが経年劣化等による破損
が各園で見受けられることから、基本方針に基づく予防保全の考え方による計画的な修繕等
を実施する。
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部
局
運
営
に
関
す
る

基
本
的
考
え
方

　ワークライフバランスを実現する職場をつくるため、部内においてテレワークを推進する
と共に、業務量の多い業務において、AI・OCRの導入やRPA導入の可能性、各種申請手続きの
オンライン化等について、関係部と連携し実証、検討を行う。

中心市街地を核とした活性化

　市内既存企業との連携や誘客等の相乗効果について、商工会と連携し㈱ヤオコーと協議を
行うとともに、先行する消防跡地の活用に際し、商業施設と公共施設の連携や回遊性の向上
を庁内各課と連携し進めていく。

中小製造業におけるカーボンニュートラルへの対応支援

　本市の二酸化炭素排出量の部門別構成では産業部門が約６割占めている。また、サプライ
チェーン全体でのカーボンニュートラルを目指す動きが加速化している。本市の中小製造企
業においても例外なくCO2排出量の削減がこれまで以上に求められており、今後、サプライ
ヤーとして選ばれ続け、地域産業として持続的に発展するため、中小製造企業の再エネ電力
の利用を支援し脱炭素化を推進する。

　中小製造企業において、人手不足をはじめ、国内市場の縮小、生産拠点の国内回帰、国内
回帰による海外とのビジネスのさらなる拡大など新たな取り組みが想定されるため、技能実
習生など現場で働く外国人労働者だけでなく、経営や設計など高度な技術や知識をもつ外国
人高度人材の雇用を促進するための支援を行う。

企業競争力を高める新商品開発の支援

　コロナ禍における市内商業者における新たな販路拡大に繋げるため、新商品の開発に係る
経済的な負担を軽減するため、支援メニューを拡充する。
　また、綾瀬スマートIC開通によるポテンシャルを活かすとともに、道の駅の整備、綾瀬
ローズガーデンの整備を控え、市内外からの交流人口を取込み、市内消費に繋げるため、ば
らにちなんだ商品開発の支援を推進する。

農業委員会のタブレット導入

　毎月開催する総会資料をはじめ、委員へ会議招集や事務連絡のデジタル化を進め、農業委
員会委員にタブレットを試験的に導入し、委員の活動の効率化と円滑な会議運営を支援す
る。

ワークライフバランス実現のためのDXの推進

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

２
 
ス
マ
ー

ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組

持
続
的
な
成
長
・
発
展
を

続
け
る
ま
ち
づ
く
り

「２０５０年二酸化炭素の排出量実質ゼロ」の実現にむけた取り組みについて

令和５年度　産業振興部　運営方針

　地域活力の源泉となる産業の活性化を促進し、稼ぐ産業を確立する。
　市内産業の持続的な発展のためには、少子高齢化に伴う人口減少をはじめ、脱炭素社会の実現と
いった社会経済情勢の変化への対応とアフターコロナ時代を見据えた新たなビジネスモデルの構築、業
態・技術転換、ＩoＴやロボット導入など生産性の向上などの取り組みを進めていく。
　さらに、各国の政策や国際情勢、事業環境の急激な変化等の予測しづらい不確実性の高まる中に
あっても、市内法人・個人事業者の影響を把握しながらスピード感を持って対応していく。
　また、職員が常にコスト意識を持ち、プロ意識と誇りをもって、楽しく、思い切った仕事ができる組織づく
りに取り組んでいく。加えて、ライフワークバランスを実現できる職場づくりに取り組んでいく。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

外国人高度人材の雇用支援
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部
局
運
営
に
関
す
る

基
本
的
考
え
方

　将来にわたり安定的な税収と市内雇用を確保するため、土地区画整理事業により企業立地
の受け皿となる市街化区域用地を創出する。

コミュニティバスの再編

　昨年度定めた再編方針をベースに、地域の輸送団体やコミバス利用者から意見聴取を行
い、現状を踏まえたルート及び運行時間や新たな交通の導入等を含めた再編計画素案を福祉
部門と連携し策定する。

公営住宅長寿命化及びライフサイクルコストの縮減

　長寿命化計画を基本とした、定期・日常点検結果のデータ化に加え、計画的な修繕・改
善・改修工事を実施し、機能向上を図りつつ、ライフサイクルコストの縮減に繋げる。

公開型地図情報配信システム導入

　行政サービスの向上と業務の効率化、高度化を図るため、都市計画情報をインターネット
上で検索できるシステムを導入する。

審議会等の会議におけるペーパーレス化

　都市計画審議会を始め、所管する各種審議会等の会議資料は、タブレットを活用しペー
パーレス化を図る。

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

第8回線引き見直し

　「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」などを都市計画に定め、無秩序な市街化を
防止し、計画的な市街地整備が図れるよう、綾瀬スマートインターチェンジを有効活用した
活力ある都市づくりを目指す。

公園遊具の改修

　風車公園の遊具等は、公園施設長寿命化計画及び定期点検結果に基づき、計画的に改修す
る。

２
 
ス
マ
ー
ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入に向けた取り組みについて

特定課題に係る取組
持
続
的
な
成
長
・
発
展

を
続
け
る
ま
ち
づ
く
り

　持続可能なまちづくりの実現に向けた取り組みについて

令和５年度　都市部運営方針

　持続可能な成長、発展を続けるまちづくりと、自然災害等から暮らしを守り、市民生活を支える都市づく
りを総合的に進めるため、「災害に強いまちづくりの推進」、「都市基盤の強化」、「都市環境の充実」など
分野別に取り組むべき重点課題を設け、活力と魅力に満ちた綾瀬の実現を目指す。

・災害に強いまちづくりの推進：木造住宅耐震化及び危険ブロック塀等の改善
・都市基盤の強化：早川中央地区土地区画整理事業の推進、コミュニティバスの再編
・都市環境の充実：道の駅の整備、光綾公園再整備

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取り組みについて

企業立地の受け皿整備
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部
局
運
営
に
関
す
る

基
本
的
考
え
方

施設管理台帳などのデジタル化の推進

　道路や下水道の施設管理台帳などのＤＸを推進し、効率的な施設管理により、職員負担や
経費軽減、外部利用者の利便性の向上につなげる。
　道路破損等通報アプリケーションの運用実績を踏まえ、改良を検討するなど、さらなる業
務の効率化を目指す。

設計、積算、施工管理、施設管理などのデジタル化へ向けた調査研究

　設計、積算、現場管理、維持管理業務などにおいて、国などが行っている、公共事業のデ
ジタル化推進について、情報収集に努める。

補助金などの有効活用と新たな財源の確保

　国庫補助金、その他の交付金や平準化債などを効率よく充当し、事業などを進捗させる。
　公共下水道事業においては、再生可能エネルギー事業を進め、経費削減と新たな収入源の
確保に努める。

施設の効率的な管理と整備の推進

　中長期を見据えた、維持管理や整備のスケジュール管理を行うなど、事業毎の優先順位を
整理するとともに、実現性を考慮し最も適切と思われるタイミングで、必要な事業を行い、
コストパフォーマンスを向上させる。

　終末処理場の消化槽設置事業を推進し、再生可能エネルギーの活用により、二酸化炭素発
生の抑制に努める。

施設の適正な維持管理

　国の指針に基づく長寿命化やストックマネジメント計画などにより、効率的な予算などの
執行に努め、適切に施設の更新や管理を行う。

未利用道路用地の整理

　未利用道路用地を計画的に整理し、不要な維持管理費の削減を図る。

持
続
的
な
成
長
・
発
展

を
続
け
る
ま
ち
づ
く
り

２
 
ス
マ
ー
ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組

　カーボンニュートラルの実現にむけた取り組みについて

３
 
公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

再生可能エネルギー活用の推進

令和５年度　土木部運営方針

　道路や下水道などのインフラは、社会的、経済的な生活基盤を形成し、良好な生活環境の維
持、利便性の向上、地域の活性化など、都市として機能するために、必要不可欠なものであり、
その管理や整備を、適切に、効率的に行う。
　自然災害による浸水被害などを軽減するための対策を行うことで、安全で安心な道路環境と生
活の快適性を、市民に提供する。
　様々な事業や施策を支えるため、本質的な目的などを的確に捉え、インフラの管理、整備を促
進することで、市の活性化につながる良好な都市環境を備えた、災害に強いまちを構築する。

行政改革に係る取組

１
 
財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について
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営
に
関
す
る

基
本
的
考
え
方

　ｅ-ランニングを活用した講習会を実施することで、受講時間の短縮を図り、受講者及び
講師職員の負担軽減につなげる。

北分署及び南分署

　予防保全により長寿命化（改修時の手法について研究、検討する）、維持管理コストの縮
減を図るとともに、職場環境の改善を図り、職員のモチベーションの向上につなげる。

消防団車庫（６分団）

　予防保全により長寿命化を推進し、適正な時期に建て替え等を検討する。
　また、消防団員の意見を聞きながら、建物修繕を行い活動環境整備を図るとともに、女性
消防団員を視野に入れた建物改修の検討を継続する。

消防団員の確保対策及び災害対応能力の向上

　車両や資機材等の整備に伴い県及び国の補助金等の調整及び確保を図る。
（救助工作車、消防団車両、各種装備品等）

近隣市との連携強化

　災害等発生時の消防力の確保及び充実強化を図るため、近隣市と相互応援協定について協
議する。
　３市の指令センターの指令システムの更新（令和６年）に向けて、引き続き調整を図る。
（仕様、費用対効果［コスト］等）

指令システムの新たなデジタルデバイスの検討

　３市の指令センターの指令システムの更新に伴い、「ＬＩＶＥ１１９」等の新たなデジタ
ルデバイスの導入に向け、３市で協議、検討を進める。

ｅ-ランニングの活用（普通救命講習会）

令和５年度　消防本部運営方針

　都市の基盤である『災害のない、安全で安心して暮らせる、まちづくり』の推進が求められている。
　地域や事業所等の防火意識の普及啓発及び火災の未然防止対策の充実強化に取り組む。
　計画的に消防車両や資機材の整備を進めるとともに若手職員の災害対応能力を高める。
　高齢化などの社会情勢の変化により、救急業務に対する需要と期待が高まる中、救急事案に的確に
対応するため、計画的に車両や資機材の整備を進めるとともに救急救命士の充実及び職員のスキル
アップにより救急体制の充実強化に取り組む。
　救命率の向上を図るため救命講習会等を通して、バイスタンダーの育成と、ＡＥＤの設置促進に取り組
む。
　大規模災害等の発生に備え、地域の防災力の要である消防団員の確保対策及び災害対応能力の充
実強化に取り組む。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

補助金等の活用と研究

２
 
ス
マ
ー

ト
自
治
体
の

推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組
持
続
的
な
成
長
・
発
展

を
続
け
る
ま
ち
づ
く
り

　「地域防災力の向上」の実現にむけた取り組みについて

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

　地域防災力の要である消防団員の確保のため、積極的な募集広報、消防団事業の見直し及
び消防団環境の整備と合わせて処遇の改善を検討する。
　また、装備品等の充実及び各種訓練を実施し、災害対応能力の向上を目指す。
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　事業の実施に当たっては、教育関連の国・県等の補助制度の活用を図るとともに、制度改
正に伴う予算措置等について情報収集を進め、新たな財源の確保に努める。

学校施設の計画的な改修

　綾瀬市学校施設再整備方針・長寿命化計画の短期計画に基づき、予防保全のための計画的
な改修を進め、施設の長寿命化により改修費用の抑制を図る。

綾北小学校・綾北中学校の改築に向けた方針の決定

　老朽化が進む綾北小学校・綾北中学校の改築の実施に向けた方針を定め、安全安心で良好
な学習環境の確保の維持に向けて具体的な検討に着手する。

小・中学校プロジェクターの更新

　１人１台タブレット端末を効果的に活用した協働的・双方向的な授業を進め、児童・生徒
の学ぶ意欲を向上させることを目的に、老朽化が進む小・中学校教室の常設型プロジェク
ターを電子黒板機能を搭載した機器に更新し、学習環境を向上させる。

保護者等への連絡手段のデジタル化の推進

　保護者からの欠席連絡のデジタル化を進め、電話対応をしてしていた教職員の負担軽減を
図るとともに、保護者の利便性の向上を図る。また、学校ホームページの充実に取り組み、
地域と学校の連携に向けた情報発信を進める。

令和５年度　教育部運営方針

　ＧＩＧＡスクール構想により児童生徒に整備された１人１台タブレット端末を基盤とした教育ＤＸの取り組
みを進める。
　安全安心な教育環境の整備に向け、予防保全のための改修等を計画的に進め、学校施設の長寿命
化を図る。
　将来的に減少が予測される児童生徒数を踏まえた学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方及び
実施に関する方針を定め、今後における良好な学習環境の確保及び円滑な学校運営の維持に向けた
具体的な取り組みを進める。
　増加傾向にある特別な配慮を必要とする子どもたちを支えるための体制・環境づくりの取り組みを進め
る。

行政改革に係る取組

１
 

財
務
体
質
の
強
化

　財務体質の強化に向けた財源確保（歳出削減又は歳入増加）の取組について

国・県等補助制度の活用と新たな財源の確保

２
 
ス
マ
ー
ト
自
治
体
の
推
進

　業務効率化及び市民サービスの向上に向けたＩＣＴツール等の導入にむけた取り組みについて

特定課題に係る取組

持
続
的
な
成
長
・
発
展

を
続
け
る
ま
ち
づ
く
り

　「特別な配慮を要する児童生徒の支援体制の充実」の実現にむけた取り組みについて

３
 

公
共
施
設
の

再
編
・
適
正
管
理

　公共施設マネジメント基本方針及び再編計画に基づく施設の適正管理に関する取り組みについて

（仮称）総合教育支援センター整備基本構想の策定

　増加傾向にある不登校等の児童・生徒や義務教育修了後の学校生活・学習に悩みを抱える
子どもたちを支援するため、教育支援教室の再整備を含め、「子ども」「保護者」「学校」
を支える総合的な支援体制・施設整備に向けた取り組みを進める。

土棚小学校などの適正配置に向けた方針の決定

　小規模校化が進む土棚小学校などの適正配置の実施に向けた方針を定め、良好な学習環境
の確保及び円滑な学校運営の維持に向けて具体的な検討に着手する。
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特定課題に係る取組

持
続
的
な
成
長
・
発
展
を
続
け
る

ま
ち
づ
く
り

　「市議会議員に信頼される事務局」の実現にむけた取り組みについて

令和５年度　議会事務局運営方針

　二元代表制の一翼を担う市議会の事務局として、議会の活性化と円滑な議会運営に向けて、議員の
議会活動をサポートする。
　大規模災害等の発生により議員の登庁が困難な際に、オンラインでの会議が円滑に運営できるよう事
務局として準備を進める。

議会活動をサポートする事務局職員の能力向上と意識改革

　市民の付託により当選された議員により、議決権の行使などを通じてまちづくりが行われ
ます。
　議事機関として一層活性化が図られるよう、事務局として、議会運営をはじめＤＸの推進
などの取り組みの場面では、その方向性や内容に沿って適切な支援が出来るよう情報収集等
に取り組みます。
　また、新議員には、議会活動の一助となるよう、議員からの求めに応じて支援してまいり
ます。
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